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当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 

 

 

当社は、平成 19 年 10 月 31 日開催の取締役会において、三菱商事株式会社（コード番号：8058、以

下「公開買付者」といいます。）による当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいま

す。）について下記のとおり意見を表明することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．公開買付者の概要 

（１） 商 号 三菱商事株式会社 

（２） 事 業 内 容 総合商社 

（３） 設 立 年 月 日 昭和 25 年４月１日 

（４） 本 店 所 在 地 東京都千代田区丸の内２丁目３番１号 

（５） 代表者の役職・氏名 代表取締役 取締役社長  小島順彦 

（６） 資 本 金 の 額 201,251 百万円（平成 19 年９月 30 日現在） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7.11％

東京海上日動火災保険株式会社 5.51％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4.66％

（７） 大株主及び持株比率 

（平成 19 年３月 31

日現在） 
明治安田生命保険相互会社 4.26％



三菱重工業株式会社 2.89％

三菱ＵＦＪ証券株式会社 2.67％

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 2.52％

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 

（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行） 
2.09％

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505103

（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行） 
1.45％

  

野村信託銀行株式会社（退職給付信託・三菱ＵＦＪ信託銀行

口） 
1.30％

資 本 関 係

公開買付者は、当社株式 7,150,605 株（平成 19 年５

月 31 日現在の当社発行済株式総数に対する所有割合

31.11％）を保有しております。 

人 的 関 係
公開買付者は、当社に対し取締役２名、監査役２名を

派遣しております。 

取 引 関 係
当社は公開買付者より、原材料等の購入を行っており

ます。 

（８） 
公 開 買 付 者 と 

当 社 の 関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況
当社は、公開買付者の持分法適用関連会社です。 

 

 

２．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

（１） 本公開買付けに関する意見の内容 

当社は、平成 19 年 10 月 31 日開催の取締役会において、本公開買付けについて賛同の意を表明

すること、及び、本公開買付けに応募するか否かについては、株主の皆様の判断に委ねることを決

議致しました。 

 

（２） 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由 

公開買付者は、国内および海外約 80 カ国に 200 超の拠点を持つ最大の総合商社であり、国内外

のネットワークを通じて、エネルギー、金属、機械、化学品、生活産業関連の多種多様な商品の売

買や製造、資源開発、プロジェクト開発を行うほか、金融、情報、物流、マーケティング等総合商

社の持つ機能を活かした各種サービスの提供や、環境、医療・介護などの分野における新しいビジ

ネスモデルや新技術の事業化など、広範な分野で多角的に事業を展開しております。 

また、公開買付者は、中期経営計画「INNOVATION2007」のもと、外部環境や時代の変化の波を捉

えて「未来を拓く」ことにより中長期的に持続的な成長を果たせるよう、事業基盤の整備を進め、

有望分野への積極投資などの必要施策に着実に取り組んでおります。生活産業分野におきましても、

食の安心安全を求める消費者ニーズを受け、集荷の現場から輸送・加工、製品の流通・小売までを

一貫して担うバリューチェーンの強化に取り組んでおります。 

 



公開買付者は、当社における発行済株式総数の約 31.11%に相当する 7,150,605 株（平成 19 年５

月 31 日現在）を所有し、当社を持分法適用関連会社とする当社の筆頭株主であります。当社は、

公開買付者から取締役の派遣などの人的支援、食材供給・物流面の支援、商品開発・マーケティン

グ面の支援等、多面的な支援を受けております。 

 

当社の株主構成は、当社が平成２年に東証二部上場を果たした後も米国ケンタッキーフライドチ

キンコーポレートホールディングリミテッド（以下、「米国 KFC」といいます。）と公開買付者がほ

ぼ同率（それぞれ発行済株式総数の 30%強を保有。）で筆頭株主となっておりましたが、米国 KFC

とその親会社であるヤム・ブランズ・インク（そのグループ企業と併せて「ヤムグループ」と総称

します。）は、株主としてよりもむしろライセンサーとしての業務に特化したい意向を持っていた

ことから、公開買付者は米国 KFC と公開買付者間で締結していた株主間契約の定めに従い、米国

KFC 保有株式の購入について検討を行いました。その結果、公開買付者は、市場の変化に迅速に対

応することが求められる外食産業において、意思決定を迅速化するためにも、公開買付者が米国

KFC 保有株式を取得することが望ましいとの結論にいたりました。その後、公開買付者は米国 KFC

と協議、検討を重ね、米国 KFC 保有株式を公開買付者が取得することによって、米国 KFC はライセ

ンサーとして、公開買付者は株主として、役割を明確にしながら当社の経営を支援することが、当

社の更なる成長、企業価値向上に資するものであると考え、米国 KFC 保有株式を取得することを目

的として、本公開買付けを実施することを決定しました。 

 

前述のとおり、当社は、公開買付者より、当社の設立当初（昭和 45 年）から現在にいたるまで、

人的支援、食材供給・物流面の支援、商品開発・マーケティング面の支援等、多面的な支援を受け

ながら、確固たる経営基盤、事業基盤を構築してまいりました。公開買付者が、当社株式の売却意

向を明確にしている米国 KFC から当社株式を買付けることにより、これまでの公開買付者と当社と

の関係を更に強化することが可能となります。当社は、本公開買付けを経て、公開買付者という単

独の筆頭株主のもと、迅速に経営判断を行える環境を構築し、公開買付者とのシナジー追求を従来

にも増して強力に推進していくことが、当社の収益拡大と企業価値向上につながると判断し、本公

開買付けに賛同することを決議いたしました。 

 

なお、公開買付者と米国 KFC は、公開買付者が、米国 KFC 保有の当社株式を取得することを目的

として、本公開買付けを実施するにあたり、平成 19 年 10 月 31 日付で公開買付け応募契約を締結

しております。同契約において米国 KFC は、①米国 KFC 保有株式のうち本公開買付けに応募可能な

当社株式全株につき本公開買付けに応募すること、②本公開買付けが成立することを条件として、

平成 20 年２月に予定されている当社の定時株主総会において、議決権行使に関する委任状を公開

買付者に提出すること、③米国 KFC が上記①及び②に違反した場合、米国 KFC は公開買付者に対し

て違約金を支払うこと、等に合意しております。 



本公開買付けの買付価格は、当社普通株式１株あたり 1,947 円で、取締役会開催日前営業日であ

る平成 19 年 10 月 30 日の株式会社東京証券取引所市場第二部における対象者の株価終値 2,165 円

に対して約 10.07％、同日まで過去１ヶ月平均 2,161 円に対して約 9.89％、過去３ヶ月平均 2,150

円に対して約 9.42％、過去６ヵ月平均 2,163 円に対して約 10.00％のディスカウントをした金額と

なります。本買付価格については、公開買付者と公開買付者への株式の譲渡を希望する米国 KFC

との間での交渉により決定されたものであり、当社は第三者算定機関に株式評価を依頼しておらず、

必ずしも買付価格が当社に係る公正な株式価値を反映したものではない可能性があります。そのた

め、本公開買付けに応募するか否かについては、株主の皆様に判断を委ねることとしました。 

 

また、公開買付者は、本公開買付け後も当社の上場を維持する方針を公表しておりますが、本公

開買付けにおいて買付けを行う株式数に上限を設定しておりませんので、本公開買付けの結果によ

っては、上場廃止基準に抵触する可能性があります。詳細につきましては、公開買付者が提出した

公開買付届出書をご参照ください。 

 

（３） 利益相反を回避する措置及び買付け等の価格の評価の公正性を担保するための措置 

公開買付者は当社を持分法適用関連会社とする当社の株主であり、当社取締役のうち藤井明氏及

び垣内威彦氏の 2名は公開買付者の執行役員又は従業員を兼任しております。また、当社取締役の

チョー・インスー氏、アーサー・ラウティオ氏及びニューマン・マニオン氏の 3名は、それぞれヤ

ムグループに属するピザハットコリアのマネージングディレクター、ヤムレストランツインターナ

ショナル アジアフランチャイズのマネージングディレクター及びヤムレストランツインターナシ

ョナル アジアフランチャイズのヴァイスプレジデント（レストランエクセレンス）を兼任してお

ります。従って、これらの取締役は本公開買付けに関する特別利害関係人に当たることから、意見

表明の決議には参加しておりません。 

 

３．公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 

該当事項はありません。 

 

４．会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 

該当事項はありません。 

 

５．公開買付者に対する質問 

該当事項はありません。 

 

６．公開買付期間の延長請求 

該当事項はありません。 

以 上 



※添付資料： 

 【日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ】 

平成 19 年 10 月 31 日付け 三菱商事株式会社ニュースリリース 
 


























